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毎
年
１
月
に
「
健
康
診
査
家
族
調
査

票
」
で
検
診
の
希
望
調
査
を
実
施
し
て

い
ま
し
た
が
、
今
年
か
ら
実
施
せ
ず
、

検
診
対
象
者
に
は
４
月
下
旬
に
受
診
券

等
を
送
付
し
ま
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ

い
て
は
、
受
診
券
と
一
緒
に
送
付
し
ま

す
の
で
、
よ
く
お
読
み
に
な
り
ご
受
診

く
だ
さ
い
。

検
診
の
内
容
＝

　
①
胃
が
ん
リ
ス
ク
検
診
　
　
歳
以
上

40

　
②
大
腸
が
ん
検
診
　
　
　
　
歳
以
上

40

　
③
肺
が
ん
検
診
　
　
　
　
　
歳
以
上

40

　
④
子
宮
頸
が
ん
検
診
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
歳
以
上
の
女
性

20

　
⑤
乳
が
ん
検
診
　
　
歳
以
上
の
女
性

40

　
⑥
骨
粗
鬆
症
検
診

　
　
　
　
　
　
　
　
　
歳
以
上
の
女
性

40

問
合
せ
＝
保
健
セ
ン
タ
ー
　

　
緯
　
―
２
８
５
５

76

　
今
年
度
に
引
き
続
き
、
ま
た
新
た
に

公
民
館
の
定
期
利
用
を
ご
希
望
の
団
体

の
か
た
は
、
平
成
　
年
度
公
民
館
使
用

27

団
体
登
録
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
今
年
度
登
録
の
あ
っ
た
団
体
の
代
表

者
の
か
た
に
は
「
公
民
館
使
用
申
請
書
」

を
郵
送
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
他
必

要
な
か
た
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
窓
口
ま
で
取
り
に
来
て
く
だ
さ

い
。
　
提
出
期
限
は
１
月
　
日
我
で
す
。

21

　
提
出
い
た
だ
い
た
申
請
書
を
も
と
に

団
体
登
録
番
号
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

忘
れ
ず
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
定
期
利
用
以
外
で
、
公
民
館

を
利
用
さ
れ
る
団
体
の
か
た
は
、
そ
の

都
度
申
請
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
３
月
に
公
民
館
使
用
説
明
会

を
実
施
し
ま
す
の
で
、
必
ず
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
＝
生
涯
学
習
課
　
公
民
館
担
当

緯
　
―
３
４
３
１

76

　
美
里
町
で
は
地
域
経
済
の
活
性
化
お

よ
び
居
住
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
、

住
宅
改
修
の
補
助
制
度
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
こ
の
制
度
の
利
用
は
１
世
帯
に

つ
き
１
回
限
り
で
す
。

　
本
年
度
は
９
月
　
日
の
地
震
に
よ
り

16
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No.04No.0455

資源ごみ不　燃可　燃大　字　名
１月15日（木）
２月５日（木）

１月22日（木）
２月12日（木）月・木

根木･関･阿那志・小茂田・下児玉
北十条・南十条・沼上・広木

１月16日（金）
２月６日（金）

１月23日（金）
２月13日（金）火・金

駒衣･木部･古郡･甘粕・中里
猪俣・白石・円良田
※有害ごみ（乾電池・蛍光管・体温計）は役場、中央公民館で収集しています。
※使用済小型電子機器（25㎝×15㎝以内）は、役場で収集しています。

 公
民
館
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

平
成

年
度
公
民
館

平
成
　
年
度
公
民
館
使使

2727

用
団
体
登
録
の
手

用
団
体
登
録
の
手
続続
きき

を
お
願
い
し
ま

を
お
願
い
し
ま
すす

 平
成
　
年
度
 

27

「
健
康
診
査
家
族
調

「
健
康
診
査
家
族
調
査査

票
」
に
つ
い

票
」
に
つ
い
てて

※
今
月
の
「
お
知
ら
せ
版
」

※
今
月
の
「
お
知
ら
せ
版
」
はは

４
ペ
ー
ジ
あ
り
ま

４
ペ
ー
ジ
あ
り
ま
すす

 農
林
商
工
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

【【
住
宅
改
修
資
金
補
助

住
宅
改
修
資
金
補
助
金金

制
度
】
に
つ

制
度
】
に
つ
いい
てて

野焼き（野外焼却野焼き（野外焼却））

はやめましょうはやめましょう！！

　ごみや木の枝を野外で燃やす

ことは、原則として法律（廃棄

物の処理及び清掃に関する法

律）で禁止されています。

　一般家庭で野焼きを行うと、

近隣のかたが洗濯物を干せな

い、子どもを外で遊ばせられな

い等、迷惑をかける場合があり

ます。

　ごみや木の枝等は、燃えるご

みとして町認定の燃えるごみ袋

に入れ、指定日にごみ収集所へ

出すようにしてください。

－法律で禁止されています錘－

問合せ＝建設環境課　生活環境担当

　　　　緯76―5134



住
宅
改
修
資
金
補
助
金
制
度
を
受
け
る

か
た
が
増
え
て
お
り
ま
す
。町
で
は
こ

の
災
害
も
含
め
、こ
の
制
度
に
て
対
応

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
住
宅
改
修
資
金
補
助
金
は
、町

内
居
住
者
が
所
有
す
る
住
宅（
倉
庫
等

は
除
く
）の
改
修
工
事
に
対
す
る
補
助

金
制
度
で
、今
年
の
雪
害（
２
月
　
日
）

14

や
地
震
被
害（
９
月
　
日
）に
対
す
る
住

16

宅
の
改
修
工
事
に
も
特
例
と
し
て
対
応

し
ま
す
。

補
助
金
額
＝
改
修
す
る
工
事
に
要
し
た

費
用（
消
費
税
は
除
く
）の
う
ち
、　30

％
に
相
当
す
る
額（
千
円
未
満
切
り

捨
て
。　
万
円
を
限
度
）

10

要
件
＝

①
町
内
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
か
た

②
工
事
金
額
が
　
万
円
以
上
（
消
費

10

税
を
除
く
）
で
あ
る
こ
と

③
自
己
が
所
有
す
る
住
宅
（
倉
庫
等

は
除
く
）
で
あ
る
こ
と

④
町
税
等
に
未
納
が
な
い
こ
と

⑤
改
修
工
事
を
町
内
の
業
者
で
行
う

こ
と

※
通
常
の
住
宅
改
修
資
金
制
度
の
要
件

は
、①
～
⑤

※
雪
害
及
び
地
震
被
害
に
よ
る
住
宅
改

修
資
金
制
度
の
要
件
は
、①
～
③

対
象
と
な
る
改
修
工
事
＝
住
宅
の
改
修

工
事
（
浴
室
、
台
所
、
ト
イ
レ
等
の

住
宅
内
部
の
改
修
工
事
や
屋
根
、
雨

ど
い
等
の
住
宅
外
部
の
改
修
工
事
）

申
請
に
つ
い
て
＝

■
通
常
の
住
宅
改
修
資
金
制
度
を
受
け

る
場
合
は
、
住
宅
改
修
の
着
工
前
に

必
ず
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

（
リ
フ
ォ
ー
ム
等
）

■
雪
害
や
地
震
被
害
に
よ
る
住
宅
改
修

資
金
制
度
を
受
け
る
場
合
は
、
災
害

に
よ
り
緊
急
に
改
修
が
必
要
と
な
る

た
め
、
住
宅
改
修
の
施
工
後
の
申
請

と
な
り
ま
す
。

■
右
記
制
度
ご
と
に
申
請
用
紙
お
よ
び

添
付
書
類
等
が
異
な
り
ま
す
の
で
、

申
請
前
に
確
認
を
と
ら
れ
る
か
、
左

記
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
＝
農
林
商
工
課
　
企
業
誘
致
・

商
工
観
光
担
当
　
緯
　
―
５
１
３
３

76

　（
公
財
）
私
立
大
学
通
信
教
育
協
会
で

は
、
春
季
学
生
募
集
な
ら
び
に
合
同
入

学
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
２
月
　
日
臥
　
正
午
～
午
後
５

14

時
場
所
＝
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
地
下
一

階
　
第
一
展
示
場

参
加
校
＝
　
校（
大
学
・
大
学
院
・
短
大
）

39

対
象
＝
一
般
お
よ
び
高
校
生

問
合
せ
＝（
公
財
）私
立
大
学
通
信
教
育

協
会
緯
０
３
―
３
８
１
８
―
３
８
７

０（http://w
w
w
.uce.or.jp

）

　
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
で
は
，
本
年

１
月
５
日
俄
か
ら
、
登
記
に
関
す
る
相

談
に
つ
い
て
、
予
約
サ
ー
ビ
ス
を
開
始

し
ま
し
た
。

　
不
動
産
登
記
（
相
続
登
記
や
住
宅

ロ
ー
ン
完
済
に
よ
る
抵
当
権
抹
消
登
記

等
）
お
よ
び
商
業
・
法
人
登
記
（
会
社

設
立
・
役
員
変
更
登
記
等
）
の
申
請
手

続
に
関
す
る
相
談
を
さ
れ
る
お
客
様

は
、
事
前
に
電
話
に
よ
り
予
約
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
予
約
い
た
だ
い
た
お
客
様
に
は
、
お

待
た
せ
す
る
こ
と
な
く
相
談
を
お
受
け

い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
皆
様

の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

予
約
・
問
合
せ
＝
さ
い
た
ま
地
方
法
務

局
本
庄
出
張
所
緯
　
―
３
２
６
４

22

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
法
人
登
記
部

門
緯
０
４
８
―
８
５
１
―
１
０
４
０

日
時
＝
２
月
　
日
蚊

15

　
午
後
１
時
　
分
～
４
時
　
分

30

30

場
所
＝
キ
ラ
ラ
上
柴
（
ア
リ
オ
深
谷
３

階
）
深
谷
市
男
女
共
同
参
画
推
進
セ

ン
タ
ー
　
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
Ｂ

相
談
方
法
＝
面
談
相
談
（
要
予
約
）

予
約
＝
２
月
６
日
画
午
後
４
時
ま
で

に
、
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
（
緯
０
４

８
―
８
３
８
―
７
４
７
２
）
へ
電
話

相
談
内
容
＝
相
続
、
遺
言
、
登
記
、
債

務
整
理
、
成
年
後
見
、
不
動
産
の
名

義
変
更
な
ど

問
合
せ
＝
埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局

　
緯
０
４
８
―
８
６
３
―
７
８
６
１

日
時
＝
毎
月
第
１
・
第
３
水
曜
日
　
午

後
６
時
～
８
時

相
談
電
話
＝
緯
０
４
８
―
８
３
８
―
１

８
８
９

相
談
事
例
＝
敷
金
返
還
、
原
状
回
復
、

家
賃
の
滞
納
等

問
合
せ
＝
埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局

　
緯
０
４
８
―
８
６
３
―
７
８
６
１

 催
　
し
 

大

学

通

信

教

大

学

通

信

教

育育

合

同

入

学

説

明

合

同

入

学

説

明

会会

 埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局
 

出
張
無
料
法
律

出
張
無
料
法
律
相相
談
会
談
会

 法
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

登

記

相

談

の

予

登

記

相

談

の

予

約約

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
てて

 埼
玉
司
法
書
士
会
事
務
局
 

賃

貸

ト

ラ

ブ

賃

貸

ト

ラ

ブ

ルル

無

料

電

話

相

無

料

電

話

相

談談
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こ
の
制
度
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
の
か
た
、
療
育
手
帳
佳
、
Ａ
、
Ｂ
の
か
た
、

ま
た
は
　
歳
以
上
で
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
障
害
認
定
を
受
け
た
か
た

65

が
、
手
続
き
を
す
る
こ
と
で
保
険
診
療
医
療
費
の
自
己
負
担
分
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
今
年
か
ら
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
平
成
　
年
１
月
1
日
か
ら
の
改
正

27

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
か

た
が
新
た
に
対
象
と
な
り
ま
す

　
今
ま
で
対
象
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
精

神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
所
持
し

て
い
る
か
た
も
、
こ
の
制
度
で
医
療
費
の

支
給
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
精
神

科
へ
の
入
院
に
か
か
る
医
療
費
は
対
象
外

で
す
。

○
　
歳
以
上
で
新
規
手
帳
取
得
さ
れ
た
か

65た
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

　
今
ま
で
受
給
し
て
い
た
か
た
を
除
き
、

　
歳
以
上
に
な
っ
て
、
新
規
に
手
帳
を
取

65得
し
た
か
た
は
、
こ
の
制
度
の
対
象
外
で

す
。

　
平
成
　
年
４
月
1
日
か
ら
の
改
正

27

○
病
院
等
の
窓
口
で
の
支
払
い
方
法
が
変

わ
り
ま
す

　
今
ま
で
は
自
己
負
担
分
を
後
日
指
定
口

座
に
振
込
し
て
い
ま
し
た
が
、
手
続
き
を

簡
略
化
し
、
児
玉
郡
市
内
の
医
療
機
関
で

の
窓
口
払
い
が
不
要
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
一
カ
月
の
自
己
負
担
額
が
２
万
１
千

円
を
超
え
る
場
合
や
児
玉
郡
市
外
の
医
療

機
関
を
受
診
し
た
場
合
は
、
従
前
の
と
お

り
で
す
。

○
入
院
時
食
費
の
支
給
が
な
く
な
り
ま
す

（
子
ど
も
を
除
く
）

　
病
院
に
入
院
し
た
と
き
の
食
事
療
養
標

準
負
担
額
等
の
自
己
負
担
分
（
入
院
時
食

費
）
の
支
給
は
な
く
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

中
学
校
卒
業
（
　
歳
に
な
っ
た
後
の
３
月

15

　
日
）
ま
で
の
子
ど
も
の
場
合
、
支
給
を

31受
け
ら
れ
ま
す
。

申
込
み
･
問
合
せ

　
住
民
福
祉
課
 　
緯
　－

5
1
3
2

76

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
制
度
の
改
正
の
お
知
ら
せ

　ＪＡ埼玉ひびきのでは、次のとおり不要となった農薬等の処理を、一括して廃棄物処理業者に依頼

しています。　処理に困っている農薬や空き容器等がありましたら、ご相談ください。

■回収日時・場所

　日時＝２月６日（金）　午前９時～正午

　場所＝美里野菜集出荷所（古郡496－1）

■その他

　　事前に申し込みが必要です。

　　また、不明農薬については、別途費用

がかかる場合や回収できない場合があり

ます。

　　下記までお問い合わせください。

不要農薬・空き容器の処理に困ったら不要農薬・空き容器の処理に困ったら……

申込み・問合せ＝ＪＡ埼玉ひびきの

　美里営農経済センター　緯76－0210

■処理単価

1kg単価項　目

200円
一般農薬
　（粉剤・粒剤・水和剤・乳剤）

200円
一般農薬
　（石灰硫黄合剤・燻煙剤類等）

1,700円
特殊農薬Ａ分類
　（クロールピクリン等）

※5,000円
特殊農薬Ｂ分類
　（水銀剤等）

600円
農薬空容器
　（ポリ・ガラス瓶）

※特殊農薬B分類は、一品目1kg未満の場合は

一律5,000円の処分料となります。



◇戸籍事務………住民票（広域交付を除く）の交付・戸籍全部（個人）事項証明書の交付

　　　　　　　　印鑑登録、印鑑証明書の交付

　※住所異動（転入・転出等）の手続きはできません。

　※交付申請の際に不正防止のため本人確認をさせていただきます（免許証等の提示）

◇税金等の納付…個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料

　　　　　　　　後期高齢者医療保険料、水道料金（納付書持参）の納付　

●日曜開庁日

　１月25日（日）

　午前８時30分～正午

●窓口業務延長日

　２月12日（木）

　午後７時15分まで延長
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▲

法律相談
と　き／２月３日(火)
　　　　午後１時～３時(受付)
ところ／役場１階・会議室
内　容／弁護士による法律相談
問合せ／総務課　緯76-1115

▲

消費生活相談　　　　　
とき・ところ／毎週月・水・木曜日
　　　　本庄市役所
　　　　毎週火・金曜日
　　　　上里町役場
受　付／午前９時30分～正午
　　　　午後１時～３時30分
問合せ／農林商工課　緯76-5133

▲

心配ごと相談（人権相談）
と　き／２月20日(金)
　　　　午前10時～正午
ところ／役場２階・204、205会議室
内　容／日常生活での悩みごとなど
問合せ／社会福祉協議会
　　　　緯76-3601・75-1109

▲

さわやか相談（教育相談）
と　き／毎週月～金曜日(祝日を除く)
　　　　午前９時～午後４時
ところ／美里中(さわやか相談室)
対　象／町内在住の学生と保護者
相談方法／電話・手紙・来室
電　話／緯76-4415(直通)

▲

臨床心理士によるこころの相談
と　き／１月19日俄、21日昌
　　　　　　22日牙、26日俄
　　　　　　29日昭
　　　　２月２日俄、４日我
　　　　　　５日昭、９日俄
　　　　　　12日昭、13日画
　　　　　　16日俄、19日昭
　　　　　　23日捷、24日峨
　　　　　　26日牙
※太字は小中学校への巡回相談日
（学校訪問）となり、相談に対応
できないこともあります。

事前予約／毎週月～金曜日
　　　　午前９時～午後５時
※相談は事前予約が必要です。
内　容／子どもや育児、家庭や人
　　　　間関係などの悩みごと
相談方法／面談、学校・家庭訪問
電　話／社会福祉協議会
　　　　(保健センター内)
　　　　緯75-1109

▲

法律相談(県)
と　き／毎月第１、３、４水曜日
　　　　(祝日を除く)
　　　　午後１時～４時(要予約)
ところ／熊谷地方庁舎
内　容／弁護士による法律相談
問合せ／県民相談総合センター
　　　　緯048-830-7830

各各種種無無料料相相談談
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                  　   　　　　　　　　緯76-2855会場は保健センタ会場は保健センターー

　育児学級　～どれみ広場～　

日時＝２月２日(月）　午前９時45分～10時受付

対象＝３歳までの子どもと保護者（未就園児も可）

内容＝リトミック（音楽遊び）

　育児相談　

日時＝２月２日（月）　午後１時30分～３時

　　　２月17日（火）　午前10時～11時30分

持ち物＝母子健康手帳

　すこやか広場　

　お子さんと一緒に遊びながら、楽しい時間を過ごしてみません

か？　お気軽にお出かけください。

日時＝２月２日（月）　午後１時30分～３時

　　　２月17日（火）　午前10時～11時30分

内容＝保健センター「多目的室」自由開放

　乳児健診　

日時＝２月25日（水）　午後０時45分～１時15分受付

対象児＝平成26年２月、４月、７月、10月生まれ

内容＝身体測定、内科診察、育児相談など

持ち物＝質問票（記入したもの）、母子健康手帳、バスタオル（おくるみ）

　５歳児歯科健診　

日時＝２月13日（金）　午後０時45分～１時15分受付

対象児＝平成21年11月１日～平成22年２月28日生まれ

内容＝身体測定、内科診察、歯科診察、フッ素塗布、ブラッシング指導、

　　　育児相談など

持ち物＝質問票（記入したもの）、母子健康手帳、自宅で使用している

歯ブラシ

　１歳６ヶ月児健診　

日時＝２月24日（火）　午後０時45分～１時15分受付

対象児＝平成25年５月１日～７月31日生まれ

内容＝身体測定、内科診察、歯科診察、ブラッシング

　　　指導、育児相談など

持ち物＝質問票（記入したもの）、母子健康手帳


